
許可申請手続の流れ 

設置者 

設置計画を立てる 

登録済屋外広告業者 

許可可能か判断 

市へ事前相談 

改  善 

（手数料納付） 

他法令の許認可 

 

手  続  等 

着  工 

竣  工 

許可証票の添付等（様式第 2 号～5 号） 

屋外広告物設置届（様式第 7 号） 

引き続き表示が必要か？ 

更新許可申請書（様式第 1号） 

安全点検報告書（様式第 1号の 2） 

変更・改造の必要 

（手数料納付） 

必要 

除  却 

広告物等除却届 

（様式第 6号） 

不必要 

良好な管理（管理者の設置） 軽微な変更等 

許可証（許可証票 様式第 2 号～5 号） 

許可証（許可証票等 様式第 2号～5号） 

新規：許可申請書提出（様式第 1号） 

変更：変更許可申請書（様式第 1 号の 3） 

土地建物などの所有者の承諾 

変更・改造の必要 軽微な変更等 


